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自己資本規制比率に関する届出書（   年  月  日現在） 

商 号              

 

（注意事項） 

１ 自己資本規制比率は、小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載し、そ

の他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

２ 市場リスク相当額及び取引先リスク相当額の内訳を記載した書類並びに当日の日計表を添付

すること。 

３ リスク相当額の計（Ｅ）欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク

相当額の合計額から、暗号資産等による控除額（一の暗号資産等に係る市場リスク相当額、取

引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の合計額が当該暗号資産等の時価額を超え、その超

える額を当該合計額から控除している場合における当該控除額をいう。）を控除した金額を記

載すること。                     

 

 当 日 対 前 日 増 減 

基本的項目                     (Ａ) 百万円 百万円 

補完的項目 

その他有価証券評価差額金（評価益）等   

金融商品取引責任準備金等   

一般貸倒引当金   

長期劣後債務   

短期劣後債務   

計                    (Ｂ)   

控除資産                        (Ｃ)   

固定化されていない自己資本 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)     (Ｄ)   

リスク相当額 

市場リスク相当額   

取引先リスク相当額   

基礎的リスク相当額   

暗号資産等による控除額   

計               (Ｅ)   

自己資本規制比率 (Ｄ)／(Ｅ)×100 ％ ％ 


